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第４回 小樽商科大学 役 員 会 議事要旨

日 時：平成１９年３月１６日（金）１３：００から

場 所：学長室

出席者：秋山学長，山本理事（総務担当副学長 ，中村理事）

欠席者：和田理事（教育担当副学長）

議題１ 国立大学法人小樽商科大学平成１９年度年度計画（案）について（資料１）

学長から，国立大学法人法により，年度計画に関する事項のうち，国立大学法人の経

営に関するものについては，役員会終了後に開催する経営協議会で審議することとなっ

ており，届け出る時期については，独立行政法人通則法により，３月末日までに主務大

臣に届け出なければならないこととなっている。平成１９年度の年度計画は，２月２０

日開催の目標計画委員会で原案を作成し，３月１２日開催の教育研究評議会で，経営に

関する部分を除き審議して了承を得ている旨発言があった。

次いで，事務局から配付資料１に基づき，概要について（企画・評価室長 ，予算関係）

について（財務課長）説明の後，学長から，平成１９年度年度計画（案）について提案

があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

議題２ 平成１９年度予算（案）について（資料２－１，２－２）

学長から，前年度の方針を踏まえ 「第１期中期計画期間中における財政計画」に基づ，

き策定した平成１９年度当初予算案について発言があり，事務局（財務課長）から配付

「 」 「 （ ）」資料２－１ 平成１９年度予算編成方針 と配付資料２－２ 平成１９年度当初予算 案

について説明の後，学長から，平成１９年度予算（案）についての提案があり，審議の

結果，原案のとおり承認された。

議題３ 就業規則等の一部改正について（資料３－１～３－１２・追加資料３－１３）

学長から，職員の給与については，国立大学法人法第３５条の規定により準用される

独立行政法人通則法第６３条第３項の規定に基づき，社会一般の情勢に適合したものに

するため，平成１８年の人事院勧告及び国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律

の一部改正を踏まえ，所要の改正を行うものである旨発言があり，事務局（総務課長）

から配付資料３－１から３－１３について説明の後，学長から，事務職員就業規則等の

一部改正について提案があり，審議の結果，原案のとおり承認された。
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参考）一部改正をする就業規則等（

（資料３－１）①国立大学法人小樽商科大学事務職員就業規則

（資料３－２）②国立大学法人小樽商科大学教員就業規則

（資料３－３）③国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則

（資料３－４）④国立大学法人小樽商科大学嘱託職員就業規則

（資料３－５）⑤国立大学法人小樽商科大学再雇用職員就業規則

（ ）⑥国立大学法人小樽商科大学職員の勤務時間 休暇等に関する規程， 資料３－６

（資料３－７）⑦国立大学法人小樽商科大学職員給与規程

⑧国立大学法人小樽商科大学職員の初任給，昇格，昇格等の基準等に関する規程

（ ）資料３－８

（資料３－９）⑨国立大学法人小樽商科大学永年勤続者表彰規程

（資料３－１０）⑩国立大学法人小樽商科大学職員旅費規程

（資料３－１１）⑪国立大学法人小樽商科大学職員宿舎規程

（資料３－１２）⑫国立大学法人小樽商科大学役員報酬規程

（資料３－１３・追加）⑬国立大学法人小樽商科大学職員退職手当規程

報告事項１ 平成１８年度法人加入保険について（資料４）

学長から，法人加入保険は，大学で発生する事故・災害等によって生ずる損害や賠償

に備えるもので，平成１６年度の法人化を契機に加入しているものであり，平成１８年

度は，想定される危機事象を勘案の上，当該事象に対応する保険の種類及び掛金等を選

定し３月５日に開催された危機管理委員会に付議し，了承されたものである旨報告があ

り，事務局（財務課長）から，配付資料４に基づき具体的な加入保険の内容について説

明があった。

報告事項２ 平成１７年度余裕金の運用実績について（資料５）

学長から，本学の余裕金の運用にあたっては，平素より金融情勢の変化や取引金融機

関の経営状況等を考慮しつつ，安全かつ効率的に行っている旨報告があり，事務局（財

務課長）から，配付資料５に基づき今年度の余裕金の運用実績について，現在運用中の

ものも含めて説明があった。


